A種優先株式発行要項

募集株式の種類
A種優先株式（以下「A種優先株式」という。）

募集株式の数
○株

募集株式の払込金額
1株当たり○円

募集株式の払込金額の総額
○円

増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は○円とし、増加する資本準備金の額は○円とする。

払込期日
○年○月○日

発行方法
第三者割当ての方法による。

A種優先株式に対する剰余金の配当
[bookmark: _Ref57627787]当会社は、剰余金の配当をする場合、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）に対し、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種優先株式1株につき、本要項9.(2)に定めるA種払込金額に年率8％を乗じ、当該基準日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される額（但し、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。）の配当（以下「A種優先配当」という。）をする。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先配当をしている場合、かかるA種優先配当の累積額を控除した額とする。
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払ったA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額が本要項9.(2)に定めるA種払込金額年率8％を乗じた額に達しないときでも、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、第(1)号に従いA種優先配当を行った後、普通株主又は普通登録株式質権者に対して配当をするときは、同時に、当会社はA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金にA種転換比率（その時点での本要項9.(2)に定めるA種払込金額を、本要項11.(2)②に定めるA種転換価額で除した数をいう。以下同じ。）を乗じた額（なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。）の配当をする。

[bookmark: _Ref57627656]残余財産の分配
[bookmark: _Ref57628794]当会社は、残余財産の分配をする場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、次号に定めるA種払込金額に相当する額（以下「A種優先残余財産分配額」という。）を分配する。但し、当会社が残余財産を分配する時点でのA種払込金額にA種優先株式の発行済株式数（「発行済株式数」とは、ある種類の株式について発行済の当該種類の株式の総数から当会社が保有する当該種類の株式の数を除いた数をいう。以下同じ。）を乗じた金額が残余財産の総額を超える場合、A種優先残余財産分配額は、残余財産の総額をA種優先株式の発行済株式数で除した額（なお、計算の結果、1円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数は切り捨てる。）とする。
[bookmark: _Ref57627597]A種払込金額は以下のとおりとする。
　A種払込金額は、当初◯円とする。
[bookmark: _Ref57628425]　当会社がA種優先株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式によりA種払込金額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
	調整後の
A種払込金額
	＝
	調整前の
A種払込金額
	×
	株式の分割・併合・無償割当て前の
A種優先株式の発行済株式数

	
	
	
	
	株式の分割・併合・無償割当て後の
A種優先株式の発行済株式数


調整後のA種払込金額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割のための基準日の翌日以降、株式の併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日（当該株式の併合又は株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。
　その他上記②に類する事由が発生した場合は、A種払込金額は、取締役会決議により適切に調整される。
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、第(1)号に従い残余財産の分配をした後になお残余財産がある場合、当会社はA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額にA種転換比率を乗じた額の残余財産の分配をする。

株主総会の議決権
A種優先株主は、当会社の株主総会及びA種優先株主を構成員とする種類株主総会においてA種優先株式1株につき1個の議決権を有する。

[bookmark: _Ref57628253]普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）
A種優先株主は、◯年◯月◯日〔注：払込期日の翌日〕以降いつでも、法令に従い、次号に定める条件で、A種優先株式の全部又は一部を当会社の普通株式に転換（ある種類の株式等（株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又は権利をいう。以下同じ。）を当会社が取得し、それと引換えに当会社の別の種類の株式等を交付することをいう。以下同じ。）することを請求することができる。
[bookmark: _Ref57628273]A種優先株式の転換の条件は以下のとおりとする。
　転換により交付すべき普通株式の数
A種優先株式の転換により交付すべき当会社の普通株式の数は以下の算式（以下「A種転換数算定式」という。）により算定される。但し、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合、1株未満の端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。
	転換により交付すべき
普通株式の数
	＝
	A種払込金額 × 転換請求にかかるA種優先株式の数

	
	
	A種転換価額


[bookmark: _Ref57628859]　A種転換数算定式におけるA種転換価額及びその調整
A種転換価額は、当初、A種払込金額と同額とする。
[bookmark: _Ref57629554]当会社が普通株式につき株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てを行う場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
	調整後の
A種転換価額
	＝
	調整前の
A種転換価額
	×
	株式の分割・併合・無償割当て前の
普通株式の発行済株式数

	
	
	
	
	株式の分割・併合・無償割当て後の
普通株式の発行済株式数


調整後のA種転換価額は、株式の分割を行う場合は当該株式の分割にかかる基準日の翌日以降、株式の併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式の併合又は株式無償割当ての効力発生日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。
[bookmark: _Ref57629097]当会社において以下に掲げる事由が発生した場合には、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、調整の結果、1円未満の端数が生じた場合、小数第1位を四捨五入する。
	調整後の
A種転換価額
	＝
	調整前の
A種転換価額
	×
	既発行株式数
	＋
	新規発行株式数×
1株当たりの払込金額・発行価額

	
	
	
	
	
	
	調整前A種転換価額

	
	
	
	
	既発行株式数＋新規発行株式数


なお、本要項において、「既発行株式数」とは、発行済み（当会社が保有するものを除く。）の取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本項において同じ。）、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき、又は、一定の事由の発生を条件として、当会社の普通株式に転換し、又は、当会社の普通株式を取得し得る地位を伴う権利又は証券（以下総称して「潜在株式等」という。）の全て（但し、当該権利又は証券の目的となる普通株式の数が定まっていない権利又は証券を除く。）について、当該時点において、当会社の普通株式に転換され、又は、かかる権利又は証券に代えて当会社の普通株式が取得されたものと仮定した場合の当会社の普通株式の総数（当会社が保有するものを除く。）をいう。また、上記の算式においては、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点における「既発行株式数」をいう。
[bookmark: _Ref57629386]　	調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を発行（自己株式の処分を含む。以下同じ。）する場合（但し、(A)株式無償割当ての場合、(B)潜在株式等の行使又は転換による場合、(C)合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は、(D)会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。）
なお、本(i)の場合、上記の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替えるものとする。
本(i)の場合の調整後のA種転換価額は、払込期日（払込期間が設定される場合はその期間の末日。以下本(c)において同じ。）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
[bookmark: _Ref57629332]	　当会社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合（株式無償割当ての場合を含む。）で、当該株式の転換により交付される当会社の普通株式の1株当たりの対価の額として当会社の取締役が決定した額が調整前のA種転換価額を下回る場合
なお、本(ii)の場合、上記算式における「新規発行株式数」は、本(ii)による調整の適用の日にかかる発行する株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、当該株式の転換により交付される当会社の普通株式の1株当たりの対価の額とする。
本(ii)の場合の調整後のA種転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合には当該株式無償割当ての効力発生日（当該株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
[bookmark: _Ref57629470]当会社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は、普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額が調整前のA種転換価額を下回る場合（但し、当会社が当会社のインセンティブ報酬として当会社又は当会社の子会社の役員、従業員又は［その他の者〔注：属性を特定する。〕］（以下「役職員等」という。）に対して新株予約権を発行する場合には、当該発行後において当会社が当会社のインセンティブ報酬として当会社又は当会社の子会社の役職員等に対して発行した新株予約権（但し、発行後権利行使されることなく放棄されたもの又は消却されたものを含まない。）の目的たる株式の合計数が当該発行の直後における発行済株式数の○％を超えないときを除く。）
なお、本(iii)の場合、上記算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とし、「1株当たりの発行価額」は、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使又は転換に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額とする。
本(iii)の場合の調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日（当該新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
上記(b)及び(c)に掲げた事由のほか、以下に掲げる事由が発生した場合には、当会社はA種優先株主及びA種登録質権者に対して、予め書面によりその事由、調整後のA種転換価額、適用の日その他の必要な事項を通知した上、A種転換価額の調整を適切に行うものとする。
[bookmark: _Ref57629669]	　合併、株式交換、株式交付、株式移転又は会社分割のためにA種転換価額の調整を必要とするとき。
	　上記(i)のほか、当会社の普通株式の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってA種転換価額の調整を必要とするとき。
当会社の普通株式に転換し得る株式の転換可能期間が終了したとき。但し、当該株式全ての転換が完了している場合を除く。
当会社の普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式を目的とする新株予約権、又は、普通株式若しくは普通株式に転換し得る株式に転換し得る新株予約権の行使により当会社の普通株式の交付を受けることができる行使期間が終了したとき。但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。
　A種転換価額の調整を行わない場合
前②の定めにかかわらず、A種優先株式の発行済株式数の3分の2を有するA種優先株主が、調整を不要とすることにつき書面により同意した場合には、A種転換価額の調整は行わない。

金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）
[bookmark: _Ref57629984]A種優先株主は、当会社が、事業譲渡又は会社分割により、当会社の全部又は実質的に全部の事業を第三者に移転させた場合には、かかる移転の効力発生日から30日間（以下、本項において「A種償還請求期間」という。）に限り、その保有するA種優先株式の全部又は一部を当会社が取得することを請求することができるものとし、当会社はその取得と引換えに本条の定めにより金銭を交付するものとする（かかる請求を、以下「償還請求」という。）。
償還請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとし、A種償還請求期間の満了時に効力が生じるものとする。
本項によるA種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭（以下、本項において「償還金額」という。）は、以下に定めるところによる。
①　第(1)号の移転に際して吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が当会社に交付する当該会社の株式及び金銭その他の財産の価額又は事業の譲渡の対価として当会社が受け取る金額（以下「分割等対価額」と総称する。）が、A種優先残余財産分配額にA種償還請求期間の満了時のA種優先株式の発行済株式数を乗じた金額（以下「A種優先償還総額」という。）以下である場合
以下の算式により算出される額（但し、1円未満の端数は切り上げる。）とする。
	分割等対価額

	A種優先株式の発行済株式数


②　分割等対価額が、A種優先償還総額を上回る場合
A種優先残余財産分配額に以下の算式により算出される額（但し、1円未満の端数は切り上げる。）を加えた額とする。
	A種転換比率
	×
	分配等対価額
	－
	A種優先償還総額

	
	
	普通株式の発行済株式数
＋A種優先株式の発行済株式数×A種転換比率


償還請求があった場合、当会社はA種償還請求期間の満了時までに償還請求のなされたA種優先株式を取得するものとし、直ちに償還金額に当該A種優先株式の数を乗じた金額をA種優先株主に支払うものとする。但し、分配可能額を超えて償還請求がなされた場合、当会社がA種優先株主から取得すべきA種優先株式の数は、当該各A種優先株主が償還請求を行ったA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定される。なお、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求されなかったものとみなす。

普通株式を対価とする取得条項（強制転換）
当会社が当会社の普通株式の上場のため金融商品取引所（日本国外におけるものも含む。）に対し当該上場の申請を行う旨の機関決定を行った場合で、かつ、当該上場に関する主幹事証券会社からA種優先株式を転換するべき旨の要請を受けた場合には、当会社は取締役会決議により定める日をもってA種優先株式の全てを当会社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換によりA種優先株主に対して交付すべき普通株式の数その他の条件については、本要項11.の定めを準用する。
A種優先株式の発行済株式数の3分の2を有するA種優先株主が当会社によるA種優先株式の全ての転換に同意した場合には、当会社は取締役会決議により定める日をもってA種優先株式の全てを当会社の普通株式に転換することができるものとする。かかる転換によりA種優先株主に対して交付すべき普通株式の数その他の条件については、本要項11.の定めを準用する。

合併、株式交換又は株式移転の場合の措置
当会社は、当会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、又は当会社が完全子会社となる株式交換若しくは共同株式移転（以下「合併等」という。）をするときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につきその時点での本要項9.(1)に定めるA種優先残余財産分配額に相当する額の存続会社、新設会社又は完全親会社の株式及び金銭その他の財産（以下「割当株式等」という。）が割り当てられるようにする。
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、前号に従い割当株式等の割当てをした後に、なお当会社の株主に割り当てられる割当株式等がある場合には、当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たり割り当てられる割当株式等の額にA種転換比率を乗じた額に相当する額の割当株式等の割当てをする。

譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。

取締役の選解任
A種優先株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することができる。
普通株主を構成員とする種類株主総会において取締役2名を選任することができる。
当会社の取締役の選任決議は、取締役を選任する各種類株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
当会社の取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

株式の分割、併合等
当会社は、株式の分割又は併合を行う場合、A種優先株式につき、普通株式と同時に同一割合でこれを行う。
当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合（新株予約権については、その行使の目的である株式の数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で与える。
当会社は、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行う場合、普通株主には普通株式の無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式の無償割当て又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合（新株予約権における行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。）で行う。

種類株主総会の決議の排除
当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、同項の規定による普通株主及びA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
当会社が普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、会社法第199条第4項又は同法第238条第4項の規定による普通株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
当会社がA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権に関する募集事項の決定を行う場合には、会社法第199条第4項又は同法第238条第4項の規定によるA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

